

令和８年１月神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
	１　有害使用済機器とは


　有害使用済機器とは、機器本来の用途での使用を終了し、収集された以下の機器（廃棄物を除く。）です。

	１
	ユニット形エアコンディショナー（ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。）
	16
	ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具

	２
	電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
	17
	電気マッサージ器

	３
	電気洗濯機及び衣類乾燥機
	18
	ランニングマシンその他の運動用電気機械器具

	４
	テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
	19
	電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具

	
	イ　プラズマ式のもの及び液晶式のもの（電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計した物を除く。）
	20
	蛍光灯器具その他の電気照明器具

	
	ロ　ブラウン管式のもの
	21
	電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具

	５
	電動ミシン
	22
	携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通信機械器具

	６
	電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
	23
	ラジオ受信機及びテレビジョン受信機（第四号に掲げるものを除く。）

	７
	電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
	24
	デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具

	８
	ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
	25
	デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具

	９
	電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
	26
	パーソナルコンピュータ

	10
	フィルムカメラ
	27
	プリンターその他の印刷用電気機械器具

	11
	磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
	28
	ディスプレイその他の表示用電気機械器具

	12
	ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具（第二号に掲げるものを除く。）
	29
	電子書籍端末

	13
	扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具（第一号に掲げるものを除く。）
	30
	電子時計及び電気時計

	14
	電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具（第三号に掲げるものを除く。）
	31
	電子楽器及び電気楽器

	15
	電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
	32
	ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具


※　業務で利用していた上記機器のうち、家庭用と判別不能なものは有害使用済機器として指定されます。
上記の有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者（以下「有害使用済機器保管等業者」という。）は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。
なお、「４　有害使用済機器に係る届出が不要な者（５ページ）」に掲げる方については、届出は不要です。
	２　届出内容


（1） 有害使用済機器保管等届出書
1 届出時期
　新たに事業を始める方については、有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに、届出を行ってください。
2 届出書の様式：様式第35号の２（廃掃法施行規則第13条の３関係）
　神奈川県ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/yugai.html）からダウンロードできます。

3 添付書類
　添付書類は以下のとおりです。届出書の提出の際は７ページにあります「参考様式　添付書類リスト」も併せて提出をお願いします。

	１
	事業計画の概要　…「事業計画書（注１）」に記載をお願いします。

	２
	事業場の状況がわかる平面図及び事業場の周辺の状況がわかる見取図

	３
	（事業の用に供する施設を設置する場合）
当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

	４
	処理工程図（処分又は再生を業として行う場合）

	５
	届出者が場所又は施設の所有権又は使用権原を有することを証する書類
（例：土地の登記事項証明書（注２）等（借地の場合は賃借契約、同意書等））

	６
	（有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合）
処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類　…「事業計画書（注１）」に記載をお願いします。

	７
	届出者が個人の場合には、住民票の写し（注２）

	８
	届出者が法人の場合には、次の書面

　・定款又は寄附行為
　・登記事項証明書（注２）

	９
	届出者が次に掲げる場合には、その法定代理人の住民票の写し（注２）
　・未成年者
　・成年被後見人である場合
　・被保佐人である場合


（注１）事業計画書は神奈川県ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/yugai.html）からダウンロードしてください。
（注２）添付書類のうち、住民票や登記事項証明書等の公的な書類は、申請日前３か月以内に発行されたものに限ります。また、住民票は本籍記載、外国人の住民票は国籍・地域が記載されたものを提出してください。
4 届出部数
１部提出（控えが必要な場合は２部ご用意ください。）

（2） 有害使用済機器保管等変更届出書
　「有害使用済機器保管等届出書」において記載・提出した内容から変更しようとする場合に、届出を行ってください。
1 届出時期
　変更の10日前までに届出が必要です。ただし、住民票及び登記事項証明書の添付が必要な変更については、これらの書類の変更後速やかに届出を行う必要があります。
2 届出様式：様式第35号の３（廃掃法施行規則第13条の４関係）
　神奈川県ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/yugai.html）からダウンロードできます。
3 添付書類
　「有害使用済機器保管等届出書」の添付書類のうち、変更があった書類について、変更前後がわかるように添付してください。（住民票や登記事項証明書については、変更後のもののみ添付してください。）
4 届出部数
　１部提出（控えが必要な場合は２部ご用意ください。）

（3） 有害使用済機器保管等廃止届出書
　有害使用済機器の保管又は処分の事業の一部又は全部を廃止した場合に、届出を行ってください。
※事業の一部の廃止とは、事業の範囲の一部廃止（保管又は処分・再生の内の一部を廃する場合）、複数の事業場の内一部を廃止する場合、取扱品目の一部を廃止する場合などを指します。
1 届出時期

　廃止後10日以内に届出が必要です。
2 届出書の様式：様式第35号の４（廃掃法施行規則第13条の11関係）
　神奈川県ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/yugai.html）からダウンロードできます。
3 届出部数
　１部提出（控えが必要な場合は２部ご用意ください。）

	３　届出先


　
事業場の所在地を所管する地域県政総合センターに届け出てください。（複数の事業場がある場合、主たる事業場の所在地を所管する地域県政総合センターに届け出てください。）

なお、事業場の所在地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の場合は、各市役所に届け出てください。
	所 管 区 域
	地域県政総合センター名及び連絡先

	鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
	横須賀三浦地域県政総合センター 環境部環境課
  〒238-0006　横須賀市日の出町２-９-19（県横須賀合同庁舎）
　　　　　　　　℡ (046)823-0210（代表） FAX (046)824-2459

	厚木市、大和市、海老名市､座間市､綾瀬市、愛川町、

清川村
	県央地域県政総合センター 環境部環境調整課
  〒243-0004　厚木市水引２-３-１（県厚木合同庁舎）
　　　　　　　　℡ (046)224-1111（代表） FAX (046)225-5218

	平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市､秦野市､伊勢原市､寒川町､

大磯町、二宮町
	湘南地域県政総合センター 環境部環境調整課
  〒254-0054　平塚市中里50-1　※令和８年１月13日から移転

　　　　　　　　℡ (0463)45-3150（代表） FAX (0463)45-3287

	小田原市､南足柄市､中井町､大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、

湯河原町
	県西地域県政総合センター 環境部環境調整課
  〒250-0042　小田原市荻窪350-１（県小田原合同庁舎）
　　　　　　　　℡ (0465)32-8000（代表） FAX (0465)32-8111


	４　有害使用済機器に係る届出が不要な者


　適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、届け出義務の適用が除外されている者は次のとおりです。
（1） 次に掲げる許可等を受けている者（有害使用済機器の対象品目の廃棄物の処理等に係る許可等（金属又はプラスチックを主として含む廃棄物の処理に係る許可を含む）を受けている者であって、当該許可等に係る事業場で保管等を行う場合に限ります。「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」18ページも併せてご確認ください。）
	条文
	内容

	法第７条第１項の許可
	一般廃棄物収集運搬業の許可

	法第７条第６項の許可
	一般廃棄物処分業の許可

	法第９条の８第１項の認定
	一般廃棄物再生利用の認定

	法第９条の９第１項の認定
	一般廃棄物広域的処理の認定

	法第14条第１項の許可
	産業廃棄物収集運搬業の許可

	法第14条第６項の許可
	産業廃棄物処分業の許可

	法第15条の４の２第1項の認定
	産業廃棄物再生利用の認定

	法第15条の４の３第1項の認定
	産業廃棄物広域的処理の認定

	規則第２条第１号の委託
	一般廃棄物の収集運搬の委託

	規則第２条第２号の指定
	一般廃棄物の収集運搬の指定

	規則第２条第４号の指定
	広域収集運搬一般廃棄物の収集運搬の指定

	規則第２条の３第１号の委託
	一般廃棄物の処分の委託

	規則第２条の３第２号の指定
	一般廃棄物の処分の指定

	規則第２条の３第４号の指定
	広域処分一般廃棄物の処分の指定

	規則第９条第２号の指定
	産業廃棄物の収集運搬の再生輸送業者の指定

	規則第９条第４号の指定
	広域処分産業廃棄物の収集運搬の指定

	規則第10条の３第２号の指定
	産業廃棄物の収集運搬の再生活用業者の指定

	規則第10条の３第４号の指定
	広域処分産業廃棄物の処分の指定

	特定家庭用機器再商品化法第23条第１項の認定
	製造業者等の再商品化の認定
（認定申請に記載された委託先を含む）

	特定家庭用機器再商品化法第23条第１項の認定を受けている者からの委託（当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。）
	

	特定家庭用機器再商品化法第32条第１項の指定
	指定法人

	特定家庭用機器再商品化法第32条第１項の指定を受けている者からの委託（当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。）
	指定法人からの委託を受けた者

	使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条第３項の認定
	小型家電リサイクル法認定事業者
（認定を受けた再資源化事業計画に記載された委託先を含む）

	使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条第３項の認定を受けている者からの委託（当該認定に係る同法第11条第４項第１号の認定計画に従って行われる場合に限る。）
	


（2） 市町村
（3） 都道府県
（4） 国
（5） 有害使用済機器の保管の用に供する事業場で、敷地面積が100㎡を超えないものを設置する者
（6） 本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合
（例：機器の修理時に交換後の故障品を回収し、有価取引等で他者へ引き渡すまでの間一時保管する修理業者
機器の販売を本来業務とし、販売業務に付随して使用済の機器を回収し、有価取引等で他者へ引き渡すまでの間一時保管する小売店など）

	５　有害使用済機器保管等業者の義務について


　有害使用済機器保管等業者は有害使用済機器の保管・処分の基準や帳簿の記載・保管が義務付けられています。
　その内容の詳細については、環境省が作成した「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」に記載されておりますので、確認してください。
　「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」は環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html）からダウンロードできます。
参考様式
添付書類リスト
	資料番号
	

	
	事業計画書

	
	事業場の状況がわかる平面図及び事業場の周辺の状況がわかる見取図

	
	（事業の用に供する施設を設置する場合）
当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

	
	処理工程図

	
	届出者が場所又は施設の所有権又は使用権原を有することを証する書類
（例：土地の登記事項証明書※等（借地の場合は賃借契約、同意書等））

	
	届出者が個人の場合には、住民票の写し※

	
	届出者が法人の場合には、次の書面

　・定款又は寄附行為
　・登記事項証明書※

	
	届出者が次に掲げる場合には、その法定代理人の住民票の写し※
　・未成年者
　・成年被後見人である場合
　・被保佐人である場合


· 添付書類のうち、住民票や登記事項証明書等の公的な書類は、申請日前３か月以内に発行されたものに限ります。また、住民票は本籍記載、外国人の住民票は国籍・地域が記載されたものを提出してください。

（９ページから17ページ）

様式第三十五号の二（第十三条の三関係）
（第１面）
	有害使用済機器保管等届出書
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　〇〇年〇〇月〇〇日
 　都道府県知事　　殿
（市長）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　〒〇〇〇－〇〇〇〇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇〇号
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　株式会社〇〇〇〇
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　〇〇〇〇
                                           電話番号　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇
   廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の２第１項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。

	事業の範囲（取り扱う有害使用済機器の品目及び処理の区分を明らかにすること。）
	有害使用済機器の品目： 

　電動工具、電気掃除機、扇風機　等
（廃棄物処理法施行令第16条の2第5号～第32号に定める機器）


処理の区分　　　　　　保管のみ　・　保管及び処分（再生を含む）

	事務所及び事業場の所在地等
	 事務所　〇〇〇〇事業場　　電話番号　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇
　　　　　〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇〇号

	
	 事業場　同上　　　　　　　　　電話番号　　同上　　　　
　　　　　　　　　　　　面　　積    2,000㎡           

	保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ保管を行う有害使用済機器の品目、保管量及び積み上げることができる高さ（それぞれについて第13条の６の規定による高さのうち最高のものを含む。）
	事業計画書（資料１）のとおり

	処分又は再生を行うすべての事業場の所在地及び当該事業場ごとにそれぞれ処分又は再生を行う有害使用済機器の品目
	事業計画書（資料１）のとおり

	事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
	事業計画書（資料１）のとおり

	 ※事務処理欄
	


（第２面）
	 届出者（個人である場合）

	
	(ふりがな)
氏名
	生年月日
	住所

	
	　
	　
	

	
	　　 （法人である場合）

	
	(ふりがな)
名称
	住所

	
	　株式会社〇〇〇〇
	〒〇〇〇－〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇〇号


	 法定代理人（届出者が法第14条第５項第２号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合）

	
	(ふりがな)
氏名
	生年月日
	住所

	
	　
	　
	

	
	　
	　
	

	
	　
	　
	

	備考
１　この届出書は、事業を開始する日の10日前までに提出すること。
２　※欄は記入しないこと。
３　「法定代理人」の欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
４　都道府県知事が定める部数を提出すること。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本工業規格　Ａ列４番）
参考様式
添付書類リスト
	資料番号
	

	資料１
	事業計画書

	資料２
	事業場の状況がわかる平面図及び事業場の周辺の状況がわかる見取図

	資料３
	（事業の用に供する施設を設置する場合）
当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

	資料４
	処理工程図

	資料５
	届出者が場所又は施設の所有権又は使用権原を有することを証する書類
（例：土地の登記事項証明書※等（借地の場合は賃借契約、同意書等））

	
	届出者が個人の場合には、住民票の写し※

	資料６
	届出者が法人の場合には、次の書面

　・定款又は寄附行為
　・登記事項証明書※

	
	届出者が次に掲げる場合には、その法定代理人の住民票の写し※
　・未成年者
　・成年被後見人である場合
　・被保佐人である場合


· 
添付書類のうち、住民票や登記事項証明書等の公的な書類は、申請日前３か月以内に発行されたものに限ります。また、住民票は本籍記載、外国人の住民票は国籍・地域が記載されたものを提出してください。
様式第１号（第４条関係）　（用紙　日本工業規格Ａ４縦長型）
事　　業　　計　　画　　書
１　事業概要
	事業計画者等
	氏　　　　　名
法人にあっては
名称及び代表者
	株式会社〇〇〇〇
代表取締役　〇〇〇〇

	
	所在地
	郵便番号　　〇〇〇－〇〇〇〇
住　　所　　〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇〇号
	電話
番号
	〇〇〇〇－
〇〇－
〇〇〇〇

	
	会社等の沿革
	〇〇年　　創業
〇〇年　　株式会社〇〇〇〇に社名・組織変更
〇〇年　　△△ヤードを新設

	
	
	従業員数　　　　７０　人
	資本金　　　　　　〇〇〇〇〇　千円

	
	事業計画に係る
背景説明
	　電子・電気機器類の資源循環を推進するため、有害使用済機器類の破砕・再生を行い、国内外の製鋼事業者へ販売する。

	計
画
内
容
	事業場名称
	株式会社〇〇〇〇　△△ヤード

	
	事業場所在地
	郵便番号　〇〇〇－〇〇〇〇
住　　所　〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇〇号
	電話
番号
	〇〇〇〇－
〇〇－
〇〇〇〇

	
	事業場面積
	　　　　2,000　㎡

	
	処理の区分
	保管のみ　　　・　　　保管及び処分（再生を含む）

	
	営業時間
（施設稼働時間）
	9：00～18：00
（施設稼働時間は9：30～17：00）

	
	施設の設置場所
	用途地域及び地目
	工業地域、雑種地

	
	
	土地所有の区分
	1 自己所有　1,500㎡　　②借地　　　　　　500　㎡

	
	
	計画地及び周辺地域の状況
	資料２のとおり

	
	
	搬入路の状況
	資料２のとおり

	　周辺住民等への周知状況
　（自主的取組）
	地元自治会へ△△ヤードに関する事業計画を説明。

	事業開始年月日
	　　　　　〇年　　　　〇月　　　　〇日



２　当該事業場の保管について
	保管場所の面積
	有害使用済機器の品目
	保管高の上限
	保管量

	200㎡
	電気掃除機、扇風機等

施行令第16条の2第5号～20号の機器
	4.5m
	300㎥

	100㎡
	ゲーム機、デジタルカメラ等
　施行令第16条の2第21号～第32号の機器
	3m
	100㎥

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	項　　目
	方　　法

	囲いの構造耐力上の措置（自重、積載等荷重）
	保管場所ごとに厚さ〇m及び高さ〇mのコンクリート壁で囲む
（詳細は資料３）

	飛散・流出・地下浸透・悪臭発散防止措置
	厚さ〇m及び高さ〇mのコンクリート壁により、飛散防止
床面は厚さ〇mのコンクリート舗装、その上に鉄板を敷設し、不浸透措置を実施
悪臭発散のおそれなし
（詳細は資料３）

	騒音・振動防止措置
	営業時間外の有害使用済機器の受け入れ、搬出、重機の使用を禁止

	火災防止措置
	搬入時に展開検査を実施し、電池・バッテリー等の火災の原因となるものを分別
保管場所の集積単位の面積は最大200㎡とし、保管場所の間に厚さ〇m及び高さ〇mのコンクリート壁により仕切りを設ける。
（詳細は資料３）

	害虫の発生防止措置
	整理、整頓及び清掃を実施


３　当該事業場の処分について
	施設の種類
	設置数
	設置年月日
	処理能力
（ｔ又はｍ３／日）
	処理対象の有害使用済機器の品目
	処理の方式
（型式等）

	シュレッダー

	１台
	〇年〇月〇日
	10t/日
	電気掃除機、扇風機等　施行令第16条の2第5号～32号の機器
	破砕
（型式：〇××）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　
	処理工程図
	＊　別途フロー図を添付すること。　資料４のとおり


	処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法

	分別後、廃棄物については産業廃棄物処理業許可を有する事業者へ処理委託

	再生品の利用方法

	破砕後、分別を行った後の鉄は容器に収納して保管


	項　　目
	方　　法

	飛散・流出・地下浸透・悪臭発散防止措置
	厚さ〇m及び高さ〇mのコンクリート壁により、飛散防止
床面は厚さ〇mのコンクリート舗装、その上に鉄板を敷設し、不浸透措置を実施
悪臭発散のおそれなし
（詳細は資料３）

	騒音・振動防止措置
	低騒音型の機器を使用（資料３）

	火災防止措置
	シュレッダーによる処分前に発火のおそれのあるものや、有害物質の飛散・流出おおそれがあるものを取り除く（資料４フロー図参照）
処理施設付近に消火器を設置（消火器位置は資料３参照）


４　取引予定
	受入先
	有害使用済機器の品目

	所　在　地
	量／月（ｔ又はｍ３）

	〇〇株式会社
	電気掃除機、扇風機等　施行令第16条の2第5号～20号の機器

	〇〇県〇〇市〇〇　１２－３４－５６
	〇〇t／月

	△△有限会社
	ゲーム機、デジタルカメラ等　施行令第16条の2第21号～第32号の機器

	△△県△△市△△　７８９－１０
	〇〇㎥／月

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	搬出先・持出先
	①有害使用済機器
②分別又は処分後の廃棄物
③分別又は処分後の再生品その他の物
の別
	品目

	所　在　地
	
	量／月（ｔ又はｍ３）

	□□株式会社
	①
	電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

	□□県□□市□□１－２－３
	
	〇〇t／月

	■■株式会社
	②
	廃プラスチック

	■■県■■市■■７８９
	
	〇〇t／月

	◇◇有限会社
	③
	アルミ、鉄

	◇◇県◇◇市◇◇４－５－６
	
	〇〇㎥／月

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（注）具体的なものがないときは、計画見込みの概要を記入すること。
様式第三十五号の三（第十三条の四関係）
	　　　　　　　　　　　　 
有害使用済機器保管等変更届出書
                                                                　　〇〇年〇〇月〇〇日
 　都道府県知事　　殿
（市長）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　〒〇〇〇－〇〇〇〇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇〇号
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　株式会社〇〇〇〇
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　〇〇〇〇
                                           電話番号　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇
    〇〇年〇〇月〇〇日付けで届出を行った有害使用済機器保管等業に係る以下の事項について変更するので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の２第１項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。

	
	新
	旧

	変更する事項の内容（規則第13条の３第１項第８号に掲げる事項を除く。）
	代表取締役の変更
〇〇〇〇
	□□□□

	変更する事項の内容（規則第13条の３第１項第８号に掲げる事項）

	
	(ふりがな)
氏名
	生年月日
	住所

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	変更の理由
	代表者の新任退任

	変更予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	備　考
１　この届出書は、原則として変更する日の10日前までに提出すること。
２　各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」
  と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。


                                                         　　　　　　　　　（日本工業規格　Ａ列４番）
様式第三十五号の四（第十三条の十一関係）
	　　　　　　　　　　　　 
有害使用済機器保管等廃止届出書
                                                                　　　〇〇年〇〇月〇〇日
 　都道府県知事　　殿
（市長）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　〒〇〇〇－〇〇〇〇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇〇号
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　株式会社〇〇〇〇
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　〇〇〇〇
                                           電話番号　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇
  〇〇年〇〇月〇〇日付けで届出を行った有害使用済機器保管等業に係る以下の事項について廃止したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の４の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

	廃止した事業の範囲
	処分（再生を含む）の廃止

	廃止の理由
	施設の老朽化に伴う事業の廃止

	廃止の年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	備　考
１　この届出書は、廃止の日から10日以内に提出すること。
２　各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」
  と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。


                                                         　　　　　　　　　（日本工業規格　Ａ列４番）
事業者の皆様へ





有害使用済機器保管等届出の手引き





�





これらの内容が記載されている製造メーカー等のパンフレット等のコピーを添付書類としていただくことも可能です。





有害使用済機器の保管等の事業を開始しようとする年月日を記載してください。
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